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令和８年４月１日から都道に 看板 を出す場合の 

占用料を改定します。 

 

都道の占用料は、「東京都道路占用料等徴収条例」に定められています。 

このたび、令和８年第１回東京都議会定例会において条例が改正されました

ので、この条例に基づき、令和８年４月１日から改定後の新単価で占用料を徴収

します。 

東京都では、道路から特別の利益を受けている人とそうでない人との負担の

公平を図る観点から、占用料の見直しを定期的に行っています。 

占用料の改定に御理解くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

突出（袖）看板・壁面看板の占用料の改定内容 

表示面積１㎡当たりの１年間の占用料単価

 千代田区・中央区・
 港区・新宿区・

 文京区・台東区・
 渋谷区・豊島区

左記以外の区

改定前 ５７，０００円 ２３，０００円 １１，５００円 ２，０２０円

改定後 ６０，０００円 ２４，３００円 １１，８００円 ２，０２０円

特 別 区

所在地 市 町 村

※ 突出（袖）看板の裏面の表示面積については、５割減で計算します。

 

 

  表示面積５㎡以下の自家用看板は、占用料の減免ができます（裏面参照）。

看板占用料の改定のお知らせ 



 

自家用看板占用料の減免措置 

 表示面積２㎡以下の自家用看板は占用料を全額免除することができます。 

 表示面積３㎡から５㎡までの自家用看板は占用料を減額することができます。 

 具体的な減額後の徴収額は、次のとおりです。 

 
 

 千代田区・中央区・
 港区・新宿区・

 文京区・台東区・
 渋谷区・豊島区

左記以外の区

３㎡ １８０，０００円 ７２，９００円 ３５，４００円 ６，０６０円

４㎡ ２４０，０００円 ９７，２００円 ４７，２００円 ８，０８０円

５㎡ ３００，０００円 １２１，５００円 ５９，０００円 １０，１００円

３㎡ ６０，０００円 ２４，３００円 １１，８００円 ２，０２０円

４㎡ １２０，０００円 ４８，６００円 ２３，６００円 ４，０４０円

５㎡ ２００，０００円 ８１，０００円 ３９，３００円 ６，７３０円
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